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水稲の増収に向けた講習会を開催 
 

 京築管内は水田農業が主体の地域であり、約 5,000ha の水稲が作付けされています。 

令和８年産の水稲の収量確保に向けた講習会を６月 22 日と 23 日に行橋市内の３か

所で開催し、農業者約 40 人が参加しました。 

 当日は令和７年産水稲の概況と近年、高温下での栽培となるため令和８年産の増収に

向けた栽培管理として、中干しから収穫期までの水管理、穂肥の施肥量と施肥時期、イ

ネカメムシの発生状況や防除について説明しました。そのほか、熱中症予防についても

注意喚起を行いました。農業者からは「斑点米の発生要因」や「ジャンボタニシ対策」

などの質問があり、水稲の収量や品質を向上させようとする意欲を伺うことができまし

た。 

普及指導センターでは、今後も関係機関と連携した講習会の開催や現地指導により、

水稲の安定生産に向けた支援を行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TEL 0930-23-4215 FAX 0930-23-8290 

 E-mail keichiku-dlc@pref.fukuoka.lg.jp  

地域振興課 水田農業・畜産係  

８年産水稲の増収対策について説明する普及指導員 


